
別記第４号様式（第17条、第19条関係）

　　北海道知事　様

住所

氏名

北海道地球温暖化防止対策条例第25条第１項（第３項、第４項）の規定により、次のとおり提出します。

第１項該当　　　　　第２項該当　　　　　第３項該当

その他の建築主等

ホテル等 　　病院等

物品販売業を営む店舗等 　　事務所等

学校等 　　飲食店等

集会場等 　　工場等

住宅 　　その他（ ）

鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄骨造 その他（ ）

階層

高さ ｍ

床面積の合計 ㎡）

有 無

建築物の所在地
上川郡新得町3条南4丁目26の内、Zの内 上川郡新得町4条南4丁目1～8、9
の内、18、Zの内

建築物環境配慮計画書

令和5年4月5日

上川郡新得町３条南４丁目２６番地

　（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

新得町長　浜田　正利

　（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

建築物の名称 新得町役場庁舎建設工事

行為の種類

　北海道地球温暖化防止対策条例施行規則第16条

建
築
物
の
概
要

用途

構造

地上　2階　地下　0階

11.9

2600.58 ㎡　　（該当行為部分 2600.58

工事着手予定年月日 2023年5月8日

工事完了予定年月日 2024年9月30日

  注１　「行為の種類」欄は、該当する□内にレ印を記入してください。
　　２　「建築物の概要」の「用途」欄は、該当する□内にレ印を記入してください。
　　３　「建築物の概要」の「構造」欄は、該当する□内にレ印を記入し、「その他」に該当する場合は、（　　）内に
　　　具体的内容を記入してください。
　　４　「地域材の利用の有無」の欄は、該当する□内にレ印を記入してください。
　　　 なお、地域材とは、道内の森林において産出された木材であって、道内で加工されたものをいいます。

再生可能エネルギーの導入のための措
置

太陽光発電の設置

地域材の利用の有無

建築物の外壁、窓等を通しての熱の損
失の防止に資するための措置の内容

外断熱工法の採用
複層高断熱ガラスの採用

熱の損失の防止及びエネルギーの効
率的利用のための措置以外の地球温
暖化防止に資するための措置の内容

庇の設置による日射制御
建物の構造体に町産木材の活用



別記第４号様式（第17条、第19条関係）

　　北海道知事　様

住所

氏名

北海道地球温暖化防止対策条例第25条第１項（第３項、第４項）の規定により、次のとおり提出します。

第１項該当　　　　　第２項該当　　　　　第３項該当

その他の建築主等

ホテル等 　　病院等

物品販売業を営む店舗等 　　事務所等

学校等 　　飲食店等

集会場等 　　工場等

住宅 　　その他（ ）

鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄骨造 その他（ ）

階層

高さ ｍ

床面積の合計 ㎡）

有 無

建築物の所在地 北海道砂川市西７条北２２丁目１２２ー９

建築物環境配慮計画書

令和5年4月14日

北海道札幌市中央区北６条西１６丁目１番地５

　（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

株式会社　ほくやく　代表取締役社長　眞鍋　雅信

　（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

建築物の名称 株式会社ほくやく空知支店

行為の種類

　北海道地球温暖化防止対策条例施行規則第16条

建
築
物
の
概
要

用途

構造

地上　1階　地下　0階

6.37

4140.3 ㎡　　（該当行為部分 4140.3

工事着手予定年月日 2023年5月15日

工事完了予定年月日 2024年5月15日

  注１　「行為の種類」欄は、該当する□内にレ印を記入してください。
　　２　「建築物の概要」の「用途」欄は、該当する□内にレ印を記入してください。
　　３　「建築物の概要」の「構造」欄は、該当する□内にレ印を記入し、「その他」に該当する場合は、（　　）内に
　　　具体的内容を記入してください。
　　４　「地域材の利用の有無」の欄は、該当する□内にレ印を記入してください。
　　　 なお、地域材とは、道内の森林において産出された木材であって、道内で加工されたものをいいます。

再生可能エネルギーの導入のための措
置

特になし

地域材の利用の有無

建築物の外壁、窓等を通しての熱の損
失の防止に資するための措置の内容

・屋上に外断熱シート防水、外壁に内断熱材を使用
・複層ガラスの使用、ロールスクリーンの設置
・メイン出入口の風除室の設置

熱の損失の防止及びエネルギーの効
率的利用のための措置以外の地球温
暖化防止に資するための措置の内容

特になし



別記第４号様式（第17条、第19条関係）

　　北海道知事　様

住所

氏名

北海道地球温暖化防止対策条例第25条第１項（第３項、第４項）の規定により、次のとおり提出します。

第１項該当　　　　　第２項該当　　　　　第３項該当

その他の建築主等

ホテル等 　　病院等

物品販売業を営む店舗等 　　事務所等

学校等 　　飲食店等

集会場等 　　工場等

住宅 　　その他（ ）

鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄骨造 その他（ ）

階層

高さ ｍ

床面積の合計 ㎡）

有 無

建築物の所在地 北海道江別市大麻北町608

建築物環境配慮計画書

令和5年6月7日

北海道江別市大麻北町608

　（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

社会福祉法人 すばる　理事長 谷藤 方俊

　（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

建築物の名称 （仮称）江別7-7特別養護老人ホーム

行為の種類

　北海道地球温暖化防止対策条例施行規則第16条

建
築
物
の
概
要

用途

構造

3

10.65

7996.5 ㎡　　（該当行為部分 7996.5

工事着手予定年月日 2023年7月1日

工事完了予定年月日 2024年3月31日

  注１　「行為の種類」欄は、該当する□内にレ印を記入してください。
　　２　「建築物の概要」の「用途」欄は、該当する□内にレ印を記入してください。
　　３　「建築物の概要」の「構造」欄は、該当する□内にレ印を記入し、「その他」に該当する場合は、（　　）内に
　　　具体的内容を記入してください。
　　４　「地域材の利用の有無」の欄は、該当する□内にレ印を記入してください。
　　　 なお、地域材とは、道内の森林において産出された木材であって、道内で加工されたものをいいます。

再生可能エネルギーの導入のための措
置

設備：コージェネレーション機器を使用している

地域材の利用の有無

建築物の外壁、窓等を通しての熱の損
失の防止に資するための措置の内容

断熱：外壁側を厚くしている  窓：断熱サッシを使用している

熱の損失の防止及びエネルギーの効
率的利用のための措置以外の地球温
暖化防止に資するための措置の内容

窓：庇を設けている



別記第４号様式（第17条、第19条関係）

　　北海道知事　様

住所

氏名

北海道地球温暖化防止対策条例第25条第１項（第３項、第４項）の規定により、次のとおり提出します。

第１項該当　　　　　第２項該当　　　　　第３項該当

その他の建築主等

ホテル等 　　病院等

物品販売業を営む店舗等 　　事務所等

学校等 　　飲食店等

集会場等 　　工場等

住宅 　　その他（ ）

鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄骨造 その他（ ）

階層

高さ ｍ

床面積の合計 ㎡）

有 無

建築物の所在地
北海道河東郡音更町新通18丁目2番1、2番2、2番5、2番6、3番5から3番11ま
で、3番13から3番15まで及び3番18並びに新通19丁目2番1、2番2、3番1から
3番4まで及び3番8並びに新通20丁目2番1、2番2、2番4、3番1及び3番2、

建築物環境配慮計画書

令和5年6月27日

北海道札幌市中央区北４条西１丁目１番地

　（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

よつ葉乳業株式会社　代表取締役社長　有田　真

　（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

建築物の名称 よつ葉乳業株式会社　十勝主管工場新工場棟

行為の種類

　北海道地球温暖化防止対策条例施行規則第16条

建
築
物
の
概
要

用途

構造

地上　4階　地下　0階

33.5

13657.99 ㎡　　（該当行為部分 13657.99

工事着手予定年月日 2023年7月20日

工事完了予定年月日 2025年1月31日

  注１　「行為の種類」欄は、該当する□内にレ印を記入してください。
　　２　「建築物の概要」の「用途」欄は、該当する□内にレ印を記入してください。
　　３　「建築物の概要」の「構造」欄は、該当する□内にレ印を記入し、「その他」に該当する場合は、（　　）内に
　　　具体的内容を記入してください。
　　４　「地域材の利用の有無」の欄は、該当する□内にレ印を記入してください。
　　　 なお、地域材とは、道内の森林において産出された木材であって、道内で加工されたものをいいます。

再生可能エネルギーの導入のための措
置

空気調和設備に、ヒートポンプを採用し、エネルギーを効率的に利用する計画としました。

地域材の利用の有無

建築物の外壁、窓等を通しての熱の損
失の防止に資するための措置の内容

外壁・屋上：外装断熱耐火パネル、窓：Low-E複層ガラスを採用し、熱の損失
防止となる計画としました。

熱の損失の防止及びエネルギーの効
率的利用のための措置以外の地球温
暖化防止に資するための措置の内容

一部冷却機械設備に自然冷媒を採用し、地球温暖化を防止する計画としま
した。



別記第４号様式（第17条、第19条関係）

　　北海道知事　様

住所

氏名

北海道地球温暖化防止対策条例第25条第１項（第３項、第４項）の規定により、次のとおり提出します。

第１項該当　　　　　第２項該当　　　　　第３項該当

その他の建築主等

ホテル等 　　病院等

物品販売業を営む店舗等 　　事務所等

学校等 　　飲食店等

集会場等 　　工場等

住宅 　　その他（ ）

鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄骨造 その他（ ）

階層

高さ ｍ

床面積の合計 ㎡）

有 無

建築物の所在地 北海道河西郡芽室町東芽室北１線９－３０　芽室東工業団地内

建築物環境配慮計画書

令和5年7月5日

神奈川県横浜市鶴見区大黒町５番３５号

　（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

横浜冷凍株式会社　代表取締役社長　松原　弘幸

　（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

建築物の名称 （仮称）横浜冷凍株式会社　十勝第四物流センター

行為の種類

　北海道地球温暖化防止対策条例施行規則第16条

建
築
物
の
概
要

用途

構造

地上　2階　地下　0階

32.2

5035.12 ㎡　　（該当行為部分 5035.12

工事着手予定年月日 2023年9月1日

工事完了予定年月日 2025年3月15日

  注１　「行為の種類」欄は、該当する□内にレ印を記入してください。
　　２　「建築物の概要」の「用途」欄は、該当する□内にレ印を記入してください。
　　３　「建築物の概要」の「構造」欄は、該当する□内にレ印を記入し、「その他」に該当する場合は、（　　）内に
　　　具体的内容を記入してください。
　　４　「地域材の利用の有無」の欄は、該当する□内にレ印を記入してください。
　　　 なお、地域材とは、道内の森林において産出された木材であって、道内で加工されたものをいいます。

再生可能エネルギーの導入のための措
置

空気調和設備にヒートポンプ式を採用することで、エネルギーを効率的に利用する計画と致しました。

地域材の利用の有無

建築物の外壁、窓等を通しての熱の損
失の防止に資するための措置の内容

外壁と屋上に外装断熱耐火パネル、窓にはLow-E複層ガラスを採用すること
で、熱の損失防止となる計画と致しました。

熱の損失の防止及びエネルギーの効
率的利用のための措置以外の地球温
暖化防止に資するための措置の内容

冷却機器設備の一部に、自然冷媒（NH3/CO2）を採用することで、地球温暖
化防止を資する計画と致しました。



別記第４号様式（第17条、第19条関係）

　　北海道知事　様

住所

氏名

北海道地球温暖化防止対策条例第25条第１項（第３項、第４項）の規定により、次のとおり提出します。

第１項該当　　　　　第２項該当　　　　　第３項該当

その他の建築主等

ホテル等 　　病院等

物品販売業を営む店舗等 　　事務所等

学校等 　　飲食店等

集会場等 　　工場等

住宅 　　その他（ ）

鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄骨造 その他（ ）

階層

高さ ｍ

床面積の合計 ㎡）

有 無

工事着手予定年月日 2023年9月1日

工事完了予定年月日 2025年11月30日

  注１　「行為の種類」欄は、該当する□内にレ印を記入してください。
　　２　「建築物の概要」の「用途」欄は、該当する□内にレ印を記入してください。
　　３　「建築物の概要」の「構造」欄は、該当する□内にレ印を記入し、「その他」に該当する場合は、（　　）内に
　　　具体的内容を記入してください。
　　４　「地域材の利用の有無」の欄は、該当する□内にレ印を記入してください。
　　　 なお、地域材とは、道内の森林において産出された木材であって、道内で加工されたものをいいます。

再生可能エネルギーの導入のための措
置

・雨水貯留型の屋上緑化を採用（上水使用量の削減）
・基礎躯体に高炉セメントB種コンクリートを採用（CO2排出量
の削減）
・掘削土を敷地内造成に利用（環境負荷の低減）
・基礎躯体に高炉セメントB種コンクリートを採用（CO2排出量
の削減）
・掘削土を敷地内造成に利用（環境負荷の低減）

地域材の利用の有無

建築物の外壁、窓等を通しての熱の損
失の防止に資するための措置の内容

・屋上緑化により建物への直射日光を遮断し熱負荷を低減
・外壁に断熱サンドイッチパネルを使用
・窓は必要最小限に留め熱貫入／損失を低減

熱の損失の防止及びエネルギーの効
率的利用のための措置以外の地球温
暖化防止に資するための措置の内容

・生産熱排気のリサイクルによる熱回収
・コンプレッサー排熱による冬期外気加温
・生産冷却水排熱による純水原水加温

行為の種類

　北海道地球温暖化防止対策条例施行規則第16条

建
築
物
の
概
要

用途

構造

4

30.8

197466 ㎡　　（該当行為部分 197466

建築物の所在地 北海道千歳市美々758-62

建築物環境配慮計画書

令和5年7月21日

東京都千代田区麹町4丁目1番地麹町ダイヤモンド
ビル

　（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

Rapidus 株式会社　代表取締役社長 小池 淳義

　（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

建築物の名称 Rapidus新工場IIM-1










